
面会制限の緩和について 

 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、入院患者さんへの面会禁止としていまし

たが、10 月 17 日より面会制限を緩和致します。 

但し、内容をご理解頂き、以下の面会ルールを遵守頂けます様、お願い致します。 

尚、今後の感染状況によっては、再度、面会禁止になる場合もございますので、何卒、

ご了承下さい。 

 

・面会ルール 

・事前予約制（前日までにご予約下さい。） 

             ご予約は、1 階受付及びお電話にて承ります。 

・ご家族（主として介助される方）以外の面会を禁止とします。 

1 週間に 1 回 1 人のみ（主介護者のみ） 

・マスク着用、アルコールにて手指消毒 

・短時間（10 分以内） 

  

 面会される方は 1 階受付にて検温し、37.5 度以上の有無を確認後、「面会許可証」をお渡

ししますので、必ず、各病棟ナースステーションにお申し出の上、御面会下さい。 

 

以下の方は、ご家族であっても御面会できません。 

・発熱、せき、のどの痛み、強い体のだるさ、鼻水、くしゃみ等、風邪症状のある方 

・胃腸炎症状（下痢、嘔吐など）がある方 

・新型コロナウイルスに感染している心配がある方（濃厚接触者含む） 

・インフルエンザ治療開始後 7 日以内または、同居家族がインフルエンザに罹っている方 


